
学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考資料： 学習指導要領（平成２９年告示）解説 総則編） 

各教科等の特質に応じて示される必要がある視点 

教科共通で理解できる視点 教科共通で理解できる視点 

 
学ぶことに興味や関心を持ち、

自己のキャリア形成の方向性と関
連付けながら、見通しをもって粘り
強く取り組み、自己の学習活動を
振り返って次につなげる「主体的
な学び」が実現できているかとい
う視点 

主体的な学び 
 
子供同士の協働、教職員や地

域の人との対話、先哲の 考え方
を手掛かりに考えること等を通じ、
自己の考えを広げ深める「対話
的な学び」が実現できているかと
いう視点。 

対話的な学び 

 
習得・活用・探究という学びの過程の中で、各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ
ながら、知識を相互に関連付けてより深く理解し
たり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見
いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創
造したりすることに向かう「深い学び」が実現でき
ているかという視点。 

深い学び 

「授業改善」を進める上での留意点（６点） 

① これまで地道に取り組まれ蓄積されてきた実践を否定し、全く異なる指導方

法を導入しなければならないと捉える必要はないこと。 

② 授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、児童生徒に目指す

資質・能力を育むために授業改善を進めるものであること。 

③ 各教科等において通常行われている学習活動の質を向上させることを主眼

とするものであること。 

④ １回１回の授業で全ての学びが実現されるものではなく、単元や題材など内

容や時間のまとまりの中で、実現を図っていくものであること。 

⑤ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になること。 

⑥ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、その確実な

習得を図ることを重視すること。 


